
自治基本条例の「見直し」及び「改正手続」の検討

凡例

改正案の
策定

議会への
提案

市長市民

改正に関する議会審議　⇒　過半数議決

改正の発議に関する手続（議員発議分を除く）

見直し

制定
（市民会議による検討を基に市長が提案⇒過半数議決）

改正の
発意

改正の発意
（自らの意思）

改正案の提出

改正案の策定

市長による発議

市長市民

改正案の提出

１／５０以上
の連署

（改正案を
添付）

市民の直接請求に基づく発議

市長市民

改正の発意
（自らの意思）

〈オプション１－１〉
審議会・委員会
などでの審議
（改正の要否
のみの判断）

改正案の提出

改正案の策定

市長発議時に、審議会などへの意見照会を制度化

市長市民

〈オプション２〉
○／○以上

の連署
（意見のみ）

改正案の提出

改正案の策定

第１案

市長市民

第２案

意見の追加

〈オプション２〉
○／○以上

の連署
（意見のみ）

改正案の提出

改正案の策定

地方自治法で用意されている改正手続
（議員発議分を除く）

パブコメ

パブコメ パブコメ

第１案

市民による新たな直接請求制度を制度化 左記による条例案策定にも市民参加を制度化

市長市民

改正の発意
（自らの意思）

〈オプション１－２〉
審議会・委員会
などでの審議
（改正の要否と
改正案の策定）

改正案の提出

改正案の策定

市長発議時の条例案策定への市民参加を制度化

パブコメ

第２案

※賛否の意見は表明
　 できるが、拘束力は
　 なし

原案策定の依頼

市長への報告

原案をふまえ
成案化

想定される
オプション

条例の趣旨
から必要と
なる手続き

改正ニーズの発生

市民 市長 議会

三者に条例を発展させる責務を規定

市民（独自のチェック） 審議会・委員会などの設置 議会（独自のチェック）代表 代表

市民（独自のチェック） 審議会・委員会などの設置代表 議会（独自のチェック）

論点１-②
主体

論点１-③
体制及び
方法

論点１-④
期間（頻度）

論点２-③
改正との整合性

論点４-①②
軽微な変更の
場合への対応

論点
１-①

目的

第１案

第２案

第３案

第１６回代表者会で今後検討が必要との考えが示された
改正手続きのオプション（議員発議分を除く）

オプション１：市長の意思による発議の場合の市民の意見聴取
※市長が提案する際に、この条例の主旨を踏まえて講じることが必要な措置の中身の検討

オプション２：○／○以上の連署による市民発議（意見表明のみで請求可）
※新たな直接請求制度の創設の要否の検討

論点２-①②③
オプションの
要否と仕組み

　論点３-①②③
オプションの要否
と仕組み

平 成 １ ９ 年 ８ 月 ６ 日 

第１７回代表者会 

資 料 ３ 

〈オプション１－２〉
審議会・委員会
などでの審議
（改正の要否と
改正案の策定）

市長への報告

原案をふまえ
成案化


